
通所リハビリテーションご利用料金（要介護） 

 

■ ご利用料金 

＜保険費用＞ 

  ・通所リハビリテーション基本利用料（円） 

 １～２時間未満 

要介護１ ３６６円／日 

要介護２ ３９５円／日 

要介護３ ４２６円／日 

要介護４ ４５５円／日 

要介護５ ４８７円／日 

 

   ・リハビリテーションマネジメント加算（A）イ：５６０円／月（６ヶ月以内） 

                          ２４０円／月（６ヶ月を超える場合） 

（A）ロ：５９３円／月（６ヶ月以内） 

                          ２７３円／月（６ヶ月を超える場合） 

（B）イ：８３０円／月（６ヶ月以内） 

                          ５１０円／月（６ヶ月を超える場合） 

（B）ロ：８６３円／月（６ヶ月以内） 

     ５４３円／月（６ヶ月を超える場合） 

・科学的介護推進体制加算        ： ４０円／月 

   ・短期集中個別リハビリテーション実施加算：１１０円／日 （３ヶ月以内） 

   ・理学療法士等体制強化加算：３０円／日   ・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）：６円／日 

 

   ※以下の算定項目は必要と判断された場合、ご相談させて頂きます。 

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算：１９２０円／月 （３ヶ月以内） 

   ・生活行為向上リハビリテーション実施加算：  １２５０円／月 

   ・口腔機能向上加算：１５０円／回  

   ・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）：２０円／回 

                  （Ⅱ）：５円／回 

   ・栄養アセスメント加算：５０円／月 

   ・栄養改善加算：２００円／回 

 

・送迎サービス利用しない場合： 片道 －４７円  

   

   ・尚、介護保険適応の場合でも保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない 

    場合があります。その場合は一旦１日当りの利用料を頂き、サービス提供証明書を発行します。 

    サービス提供証明書を後日市町村役場の担当窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けるこ 

とができます。 

 

   ※保険対応外で希望によりサービスを行う場合は、実費（10割負担）にて請求させて頂きます。 

※介護負担割合が２、３割の方は、上記金額の２倍、３倍となります。ご了承ください。 

 

 



通所リハビリテーションご利用料金（要支援） 

 

■ ご利用料金 

＜保険費用＞ 

・介護予防通所リハビリテーション基本利用料（円）     

 １月当たりの利用料金（１２ヶ月以内） ※１２ヶ月を超える場合 

要支援1 ２,０５３円 －２０円／月 

要支援2 ３,９９９円 －４０円／月 

 

 ・科学的介護推進体制加算       ：  ４０円／月 

・運動器機能向上加算         ： ２２５円／月 

・事業所評価加算             ： １２０円／月 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

 

 

 

 

 

※以下の算定項目は必要と判断された場合、ご相談させて頂きます。 

 ・生活行為向上リハビリテーション実施加算：  ９００円／月 （３ヶ月以内） 

                        ４５０円／月 （３ヶ月超え６ヶ月以内） 

 

・尚、介護予防適応の場合でも保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合が 

あります。その場合は一旦 1日当りの利用料を頂き、サービス提供証明書を発行します。サービス提供 

証明書を後日市町村役場の担当窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受けることができます。 

 

※保険対応外で希望によりサービスを行う場合は、実費（10割負担）にて請求させて頂きます。 

 ※介護負担割合が２、３割の方は、上記金額の２倍、３倍となります。ご了承ください。 

 1月当たりの利用料金 

要支援1 ２４円 

要支援2 ４８円 


